
 

 

 

 

 

 

 

議会の傍聴はどなたでもできます。定例会、臨時会を傍聴してみませんか。 

 

 

 １．議会構成について 

◎議会運営委員会（3人）   
・議会運営に関する事項 

・会議規則、委員会条例に関する 

事項 

・議長の諮問に関する事項 
 

 東秩父村議会だより  

東秩父村公式ホームページ：http://www.vill.higashichichibu.saitama.jp 

議会に関するお問合せ：議会事務局☎82-1257 

【1２月の議会活動】 

〇文教厚生常任委員会（２回）       ○中学生議会訪問代表者リハーサル 

〇第２回埼玉中部資源循環組合ごみ処理施設等建設検討委員会 

○中学生議会訪問「こども議会」      ○議会全員協議会 

〇東秩父村過疎地有償運送運営協議会  〇細川紙・大河原和紙体験研修会研修生二次審査 

〇小川町・ときがわ町・東秩父村議会議員交流会 〇東秩父消防団役員懇親会 

〇第３３回東秩父村民マラソン大会     〇比企郡町村議会正副議長意見交換会 

○社会福祉協議会理事会          ○定期監査・例月出納検査 

No.29  平成２９年１月 

 平成 28年 1月～12月の１年間にお

いて議会定例会及び臨時会で審議され

た議案件数は、「71件」で下記のような

内訳となっております。 

 ～平成２８年における議会審議～ 

皆様方のご理解ご協力の程よろしくお願

いいたします。 

※  議会の役割  ※

 

  １１月２８日（月）及び１２月２２日

（金）に監査委員による定期監査が行わ

れました。監査対象として「和紙の里施

設増改築、バスターミナル等」の工事に

ついて、書類・写真・現地確認を実施し、

事業の収支、管理が適正に処理されてい

るかなどを試査しました。 

東秩父村議会では、住みよい地域づくりのため、いろいろな活動を行っております。 

 

 

 そもそもわたしたちが生活している自治体

を、明るく住みよいまちにするためにはどうす

ればいいのでしょうか？…そこで、選挙を通じ

て村民の代表者である「村議会議員」や「村長」

を選び、村政を委ねているのです。 

村長には自治体運営の執行（執行機関）を、

議員で構成する議会（議決機関）には自治体運

営の方針や施策の決定にあたっての審議や監

視を担っています。 

つまり、村長と議会は、互いに独立した対等

な関係で、それぞれが住民の信任に基づき、権

限を明確に分割し、協力し合い、けん制しあい

ながら公正で均衡のとれた円滑な村政運営を

進めていくこととしています。 

 
１、新規条例制定や既存条例の一部

改正      ・・・25件 

２、当初予算及び補正予算 

          ・・・24件 

３、決算認定    ・・・ 6件 

４、工事請負契約の締結や変更契約

の締結     ・・・ 3件 

５、条例改正等の専決処分認定 

          ・・・ 5件 

６、人事案件    ・・・ 3件 

７、諮問案件    ・・・ 1件 

８、東秩父村過疎地域自立促進計画

や村道路線認定などの議決案

件       ・・・ 4件 
 
※一般質問※    ・・・ 6件 


